
■支給対象者　平成27年1月1日現在、本市に住
民登録がある人で、27年度市・県民税が非課税の
人（ただし、課税者の被扶養者や生活保護受給者
は除きます）
■支給額　1人当たり6,000円
■受付期間　平成27年9月1日㈫から12月1日㈫ま
で
■申請先　市役所地域福祉課、西根・安代両総合
支所地域振興課、田山支所
■問い合わせ先　▶申請方法などについては、市
役所地域福祉課福祉総務係（☎・内線1114）まで
▶制度については、厚生労働省専用ダイヤル（☎
0570-037-092）まで

　
総
務
省
統
計
局
で
は
、
平
成
27
年
10
月

１
日
現
在
、
日
本
に
住
ん
で
い
る
全
て
の

人
お
よ
び
世
帯
を
対
象
に
国
勢
調
査
を
実

施
し
ま
す
。

●
国
勢
調
査
と
は
…
…

　
日
本
の
人
口
や
世
帯
、
産
業
別
就
業
者

数
な
ど
を
地
域
別
に
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
行
わ
れ
る
も
の
で
、
国
の
最
も
重
要
な

統
計
調
査
で
す
。

●
調
査
の
結
果
は
…
…

　
さ
ま
ざ
ま
な
法
令
に
そ
の
利
用
が
定
め

ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
社
会
福
祉
、
雇
用
政

策
、生
活
環
境
の
整
備
、防
災
対
策
な
ど
、

私
た
ち
の
暮
ら
し
に
役
立
て
ら
れ
る
基
礎

デ
ー
タ
に
な
り
ま
す
。

■
回
答
項
目　
性
別
、
出
生
年
月
、
就
業

状
況
、
住
居
の
種
類
、
従
業
地
ま
た
は
通

学
地
な
ど
、
全
14
項
目

■
回
答
方
法　
９
月
上
旬
か
ら
、
国
勢
調

　国では、平成26年4月からの消費税率引き上げ
分の負担を緩和するため、所得が一定以下の人を
対象に「臨時福祉給付金」を支給します。対象者と
思われる人には、市から受給申請に関する案内を
郵送します。
　受給資格があっても、期間内に申請しない場合
は給付金を受給できませんので、忘れずに申請を
してください。

「臨時福祉給付金」
申請受け付けを開始します

国勢調査イメージ
キャラクター
「センサスくん」

査
員
が
各
世
帯
を
訪
問
し
、
調
査
票
の
配

布
に
先
行
し
て「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答

の
利
用
案
内
」を
配
布
し
ま
す
。イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
回
答
は
、
利
用
案
内
に
同
封
さ
れ

て
い
る
操
作
ガ
イ
ド
に
従
っ
て
、
パ
ソ
コ

ン
ま
た
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
回
答
く

だ
さ
い
。

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
が
無
か
っ
た
世

帯
に
は
、
調
査
票
を
配
布
し
ま
す
。
調
査

票
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
調
査
員
に
提

出
く
だ
さ
い
。

※
国
勢
調
査
は
、
統
計
法
に
よ
っ
て
、
回

答
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

国
勢
調
査
に
従
事
す
る
人
は
、
法
律
で
調

査
内
容
な
ど
の
秘
密
を
守
る
よ
う
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
の
で
、
安
心
し
て
回
答
く
だ

さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
市
役
所
市
長
公
室
情
報
統

計
係（
☎
・
内
線
１
２
０
７
）ま
で
。

平
成
２７
年
国
勢
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
も
回
答
で
き
ま
す

国勢調査イメージ
キャラクター
「みらいちゃん」
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